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公立大学法人滋賀県立大学会計規則実施規程 

 

平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 

公立大学法人滋賀県立大学規程第50号 

 

（目的） 

第１条 この規程は公立大学法人滋賀県立大学会計規則（以下「会計規則」という。）第４７条の規

定に基づき、公立大学法人滋賀県立大学（以下「法人」という。）における財務および会計事務の

取扱いについて必要な事項を定め、もって財務および会計事務の適正な取扱いを期することを目的

とする。 

 

（会計責任者等） 

第２条 会計規則第４条第２項に規定する会計責任者等が主に所掌する事務は次のとおりとする。 

(1) 予算決算責任者 予算、資金の管理および決算に関すること 

(2) 契約責任者 法人の収入および支出ならびに契約に関すること      

(3) 出納責任者 現金および有価証券の出納および保管に関すること 

(4) 財産管理責任者 会計規則第３５条に規定する資産の管理に関すること 

２ 理事長は、会計規則第４条第３項の規定により、会計処理の重要度に応じて別表第１に定める職

員に会計責任者等の事務の一部を処理させるものとする 

 

（事務の引継ぎ） 

第３条 会計規則第４条第１項に規定する会計責任者等が交代するときは、前任者は速やかに後任者

に事務の引継ぎを行うものとする。 

２ 前項の事務引継ぎを行う場合には、引き継ぐべき帳簿および関係書類の名称、数量、引継日その

他必要な事項を記載した引継書を作成するものとする。ただし、前任者に事故があって引継書の作

成ができないときは、この限りではない。 

 

（勘定科目） 

第４条 会計規則第５条に規定する勘定科目は、別表第２のとおりとする。 

 

（帳簿の種類） 

第５条 会計規則第６条に規定する帳簿の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 主要簿 

 ア 総勘定元帳 

 イ 合計残高試算表 

 ウ 予算差引簿 

(2) 補助簿 

ア 現金出納帳 

イ 預金出納帳 

ウ 固定資産台帳 

エ 小口現金出納帳 

オ その他必要と認められる勘定の内訳簿 
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（伝票の種類および作成） 

第６条 会計規則第６条に規定する伝票は、振替伝票（様式第１号）とする。 

２ 前項の伝票は、その事実を証明する適正な関係書類に基づき、作成しなければならない。 

 

（伝票の証拠書類） 

第７条 伝票の証拠書類は、次に掲げるものまたはこれらに類するものとする。 

(1) 契約関係書類 

(2) 納品書 

(3) 請求書 

(4) 収納関係書類 

 

（帳簿等の保存期間） 

第８条 帳簿、伝票および会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。 

(1) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第３４条に規定する財務諸表等 永年 

(2) 帳簿 １０年 

(3) 伝票および証拠書類 ７年 

(4) その他会計関係書類 ７年 

 

（預金口座の開設等） 

第９条 出納責任者は、金融機関等に預金口座の開設または廃止をしようとする場合は、理事長の承

認を受けて、その手続を行わなければならない。 

２ 預金口座の開設は、理事長の名義をもって行わなければならない。ただし、業務上必要と認めら

れる場合は、理事長の承認を得て、出納責任者の名義をもって行うことができる。 

 

（手許現金） 

第１０条 会計規則第１５条ただし書きに規定する業務上必要な場合で手許に保有できる現金は、次

のとおりとする。 

(1) 旅費および常用雑費その他の経費で常時小口の現金払いを必要とする場合の小口現金 

(2) 窓口収納業務において、釣り銭を必要とする場合の釣り銭資金 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 

（収納） 

第１１条 この規程において「収納」とは、大学の教育研究活動等によって得られる納付金、手数

料、寄附金および補助金のほか法人が認めた経費の金銭による収納をいう。 

２ 現金収納に係る事務を処理するため、出納責任者は、職員のうちから必要な現金取扱員を指定す

るものとする。 

３ 出納責任者は、現金取扱員が現金収納したものについては、現金収納の日またはその翌日（当該

翌日が日曜日もしくは土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日または１月２日、同月３日もしくは１２月２９日から１２月３１日に当たるときは、これらの

日の翌日を当該翌日とみなす。）に、金融機関等に預け入れなければならない。ただし、収納金額

が２０万円に達するまでは、原則として１０日分までの金額を取りまとめて預け入れることができ

る。 

 

（請求書の発行） 
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第１２条 契約責任者は、債務者に対して債務の履行を請求しようとするときは、書面（以下「請求

書」という。）によるものとする。 

２ 理事長が業務上特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法により請求するこ

とができる。 

３ 請求書に記載する履行期限は、契約書その他規程等により別に定める場合を除き、請求書を発行

した日から３０日以内の任意の日とする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合には、相当の日

数を加算した日とすることができる。 

 

（収納金銭の照合） 

第１３条 金銭の収納に当たっては、法人の規程等で定めた料金または証拠書類の金額と収納金額を

照合しなければならない。 

 

（領収書等の発行） 

第１４条 出納責任者または出納責任者から指名を受けた現金取扱員が、規則第１８条に基づき、領

収書を発行する場合は、法人が定める領収書（様式第２号）を使用しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出納責任者が特に必要と認めた場合には、前項以外の領収書用紙を使

用することができる。 

３ 領収書を発行するときは、出納責任者の領収印を押印しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、規則第１８条第２項の規定に基づき交付された記録紙には、領収した 

金額、領収年月日および収納の内容を記載する。 

 

（領収書用紙の管理） 

第１５条 法人における領収書用紙は、出納責任者が連続番号を付して管理を行うものとする。 

２ 出納責任者は、領収書用紙を受払簿により管理するとともに未使用の領収書用紙については厳重

に保管するものとする。 

 

（支払） 

第１６条 この規程において「支払」とは、大学の教育研究活動等のために必要な人件費、教育研究

経費および管理経費の支出のほか法人が認めた経費の金銭による支払をいう。 

 

（支払期日） 

第１７条 支払は、次に掲げるものを除き、原則として債務を計上した日の属する月の末日をもって

締め切り、その翌月末までに行うものとする。 

(1) 給与（賃金を含む。） 

(2) 旅費および謝金 

(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等 

(4) 契約において定めのあるもの 

(5) 出納責任者が支払うことがやむを得ないと認めたもの 

 

（預り金等の取扱い） 

第１８条 出納責任者は、法人の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として

計上しなければならない。ただし、法人運営業務と関係のない金銭は、受け取ってはならない。 

２ 出納責任者は、法人の運営業務に関して必要であって、法人の支出とはならない金銭を支払う必

要がある場合は、立替金として処理しなければならない。 
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３ 立替金として処理した経費は、速やかに法人の会計に戻入れなければならない。 

 

（前払い） 

第１９条 出納責任者は、会計規則第２３条の規定により、経費の性質上必要があるときは、次の各

号に掲げる経費について、前払いをすることができる。 

(1) 官公署またはこれに準ずる機関に対して支払う経費 

(2) 外国から購入する物品の代価（購入契約に物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなけ

ればならない場合におけるこれらの物の代価を含む。） 

(3) 定期刊行物の代価および日本放送協会に支払う受信料 

(4) 土地および家屋の借料 

(5) 保険料 

(6) 外国で研究または調査に従事する者に支給する経費 

(7) 委託費 

(8) 理事長が特に必要と認める経費 

 

（仮払い） 

第２０条 会計規則第２３条に規定する仮払いができる場合は、次のとおりとする。 

(1) 官公署またはこれに準ずる機関に対して仮払いが必要な経費 

(2) 旅費 

(3) 理事長が特に必要と認めた経費 

２ 仮払金は、その債務の額が確定した後速やかに精算しなければならない。 

 

（立替払い） 

第２１条 会計規則第２４条に規定する業務上やむを得ない場合において、法人の役職員が立替払い

をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。 

(1)  学会参加負担金 

(2) その他業務遂行上、真にやむを得ない場合であって、出納責任者が定める金額未満のもの 

２ 前項により立替払いをするときは、原則として事前に出納責任者の承認を受けるものとする。 

３ 第１項の規定により立て替えた経費は、速やかに出納責任者に請求を行わなければならない。 

４ 出納責任者は、前項の請求を受けた場合において、当該支払の内容が法人の負担すべき経費でな

いと判断した場合は、当該経費について支払いをしてはならない。 

 

（返納金の戻入） 

第２２条 支払済みとなった支払金に係る返納金は、その支払った予算に戻入れることができる。た

だし、その返納金が前事業年度以前の支払に係るものである場合には、戻入れた事業年度の収入と

して受け入れるものとする。 

２ 第１項に規定する返納金の戻入れは、振替伝票により行うものとする。 

 

（残高照合） 

第２３条 現金現在高については、原則として、毎日出納が終了したときに、現金の手元有高と現金

出納簿の残高とを照合しなければならない。 

２ 預金現在高については、原則として、月末および必要があるときに、銀行預金等の実在高と預金

出納簿の残高とを照合しなければならない。なお、毎事業年度末および必要があるときは、銀行等

から預金残高証明書を徴し、預金出納簿と照合しなければならない。 
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（月次決算報告） 

第２４条 会計規則第４０条に規定する書類は、月次報告書および次の書類とする。 

(1) 合計残高試算表 

(2) 予算差引簿 

２ 前項の書類は、原則として翌月の２０日までに理事長に提出しなければならない。 

 

（弁償額） 

第２５条 会計規則第４６条第１項に規定する弁償額は、現金等の亡失等にあっては当該現金または

有価証券の額とし、それ以外の場合にあっては、業務の責任により生じた額とする。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第２６条 この規程により作成し、または保存することとされている書類等（帳簿、伝票、書類、計

算書その他、文字や図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下「書類等」という。）については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁

的記録の作成または保存をもって、当該書類等の作成または保存に代えることができるものとす

る。 

 

（電磁的記録による決裁） 

第２７条 財務会計・人事給与システムを使用して帳簿、伝票等を作成し、かつ必要な書類等を電磁

的記録として当該システムに保存する場合は、財務会計・人事給与システムによる電子決裁（電子

計算機上の電磁的記録により回議し、決裁を得ることをいう。）を行うことができるものとする。 

 

（雑則） 

第２８条 この規程のほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

付 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この規程は、平成１８年１２月２０日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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  付 則 

この規程は、平成２６年６月１６日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   付 則 

この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

 

  付 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この規程は、令和７年１２月２２日から施行し、同年９月１日から適用する。 

 

 


